
議案第２０号  

 

 

羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙におけるポスター掲示

場の設置及び選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条

例の制定について  

 

 

羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公

報の発行に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。  

 

 

 

令和６年２月 26 日  提出  

 

 

羽曳野市長  山入端  創  

 

 



提  案  理  由  

 

公職選挙法 (昭和 25 年法律第 100 号 )を引用する規定に生じた条項ずれを解消するほ

か、所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  



羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙におけるポスター掲示

場の設置及び選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条

例  

 

令和   年   月   日  

羽曳野市条例第    号  

 

第 5 条第 2 項中「第 1 項」を「前項」に改める。  

第 6 条第 3 項中「代人」を「代理人」に、「立ち合う」を「立ち会う」に改める。  

第 8 条中「第 100 条第 1 項」を「第 100 条第 4 項」に改める。  

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  



羽曳野市議会議員及び羽曳野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する

条例 新旧対照表 

新 旧 

(選挙公報掲載文の申請) 

第 5条 1 省略 

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文

には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な

風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営

業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報

としての品位を損なう事項を記載してはなら

ない。 

(選挙公報の発行手続) 

第 6条 1・2 省略 

3 前条第 1 項の申請をした候補者又はその代理

人は、前項のくじに立ち会うことができる。 

第 7条 省略 

(選挙公報の発行を中止する場合) 

第 8条 法第 100条第 4項の規定に該当し、投票

を行うことを必要としなくなつたとき又は天

災その他避けることのできない事故その他特

別の事情があるときは、選挙公報発行の手続

は、中止する。 

以下省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(選挙公報掲載文の申請) 

第 5条 1 省略 

2 候補者は、その責任を自覚し、第 1 項の掲載

文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良

な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他

営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公

報としての品位を損なう事項を記載してはな

らない。 

(選挙公報の発行手続) 

第 6条 1・2 省略 

3 前条第 1 項の申請をした候補者又はその代人

は、前項のくじに立ち合うことができる。 

第 7条 省略 

(選挙公報の発行を中止する場合) 

第 8条 法第 100条第 1項の規定に該当し、投票

を行うことを必要としなくなつたとき又は天

災その他避けることのできない事故その他特

別の事情があるときは、選挙公報発行の手続

は、中止する。 

以下省略 

 


